
2025年 6 月 3日 
従業員各位 

 第一化成株式会社 
 代表取締役社長 尾城紳治 
 

女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく 
一般事業主行動計画について 

 
女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法では、性別に関係なく活躍でき、仕事

と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うよう企業に求めています。 
これに基づき、当社では下記の通り、今年から 5年間の行動計画を策定しましたのでお知

らせします。 
なお、目標 1と目標 2 は、前回の行動計画（2022 年～2025年）が未達だったため、これ

を継続するものです。目標３は、今回新たに設定した目標です。 
 

記 
１．計画期間 

2025年 4 月 1日～2030 年 3月 31 日 
 

２．目標と取組内容（実施時期：2025年 4 月 1日～） 
（職業生活と家庭生活との両立に関する目標） 
目標１：当該期間中の採用者の３割以上を女性とする。 
 在籍女性社員へのヒアリング。 
 上記を踏まえ、業務や労働環境の改善を検討。 
 女性が働きやすい職場をアピールする求人票の作成。 
 女子社員配属後、定期的なフォローアップやヒアリングの実施。 
 
（次世代育成支援対策推進法に基づく目標） 
目標２：当該期間中の配偶者の出産事案の内、男性育休取得を 20%以上とする。 
 子育てに関わっている社員を把握。 
 育児休業・産後パパ休業にかかわる相談窓口の設置。（人事総務部） 
 配偶者が出産した男性社員を対象として、人事総務部及び上司から育児休業取得

を推奨し、上司主導で部署全体の業務の配分についての見直しを実施する。 
 

（労働時間の状況に関する目標） 
目標３：年次有給休暇の取得日数を 1人当たり 1年につき 6 日以上とする。 
 年次有給休暇の取得状況について実態を把握。（人事総務部） 
 計画的な取得に向けた管理職研修の実施。 
 有給休暇取得状況の掲示等、取得推進のための取り組みの実施。 

 
以上 


